特定販売に関して厚生労働省令で定める事項を記載した書類
	①特定販売を行う際に使用する通信手段
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□　その他（　　　　　　　　　　　）
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□　指定濫用防止医薬品
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	④営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合は（※）その時間
※該当する場合は⑧を記入してください。
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き
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	⑦主たるホームページの構成の概要
	

	⑧都道府県知事等による適切な監督を行うために必要な設備の概要
※④に該当する場合のみ記入してください。
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する設備
	□　デジタルカメラ　□　カメラ付きスマートフォン
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□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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特定販売に関する留意事項を、別添の「特定販売に係る届出の留意事項について」にまとめていますので、確認してください。
記載時の留意点
１　①特定販売を行う際に使用する通信手段及び②特定販売を行う医薬品の区分
●　該当する箇所に印（☑）をつけてください。
２　③特定販売を行う時間」及び④営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
●　「月～金９時～１８時、土９時～１４時」のように記載してください。
３　⑥主たるホームページアドレス
●　一般用医薬品を広告しているホームページのうち、当該一般用医薬品を購入する者等が通常最初に閲覧するホームページアドレスを記載してください。（医薬品販売サイトのトップページ・メインページのアドレス。必ずしも薬局等のトップページのアドレスではありません。）
●　一つの薬局等が複数のホームページを開設している場合には、それらの全ての主たるホームページアドレスを記載してください。ただし、それら全てのホームページへのリンクをまとめたホームページを開設している場合は、そのホームページアドレスを提出することで差し支えありません。
●　当該ホームページの閲覧に必要なパスワード、ID等がある場合には、併せてそのパスワード等を記載してください。
４　⑦主たるホームページの構成の概要
●　特定販売を行うことについてインターネットで広告をするときは、ホームページでの医薬品の表示内容や表示すべき事項の表示の状況等が分かるようなホームページのイメージ等を記載してください。
（コンテンツの配置図やサイトマップ（ウェブサイト上にあるページのリスト）等）
●　一つの薬局等が複数のホームページを開設している場合には、それらの全てについて「主たるホームページの構成の概要」を記載してください。
５　⑧都道府県知事等による適切な監督を行うために必要な設備の概要
· 特定販売のみを行う営業時間がない場合には、記載する必要はありません。
　●　撮影に使用する設備及び画像送信に使用する設備については、該当する箇所に印（☑）をつけてください。
　●　電話番号については、薬局（店舗）内に設置された電話の電話番号（固定電話に限る。）を記載してください。
· 画像送信に使用するメールアドレスを記載してください。
パスワード等


※ホームページを閲覧するために、パスワード等が必要な場合は記入してください。








